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れ
た
存
在
を
独
得
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
結
果
、
国
家
に
よ
る

評
価
の
契
機
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
で
我
妻
民
法
学
は
サ

レ
イ
ュ
民
法
学
と
対
照
を
な
す
と
思
わ
れ
る
。

サ
レ
ィ
ュ
民
法
学
に
お
け
る
意
思
概
念
の
構
成
は
、
こ
の
よ
う
に
日
本

民
法
学
に
お
け
る
意
思
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
再
考
を
促
し
て
い
る
と
と

も
に
、
概
念
の
構
成
と
い
う
作
用
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
も
再
考
を
促
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
法
学
の
自
律
性
が
問
わ
れ
る
な
か
で
、
法
学
固

有
の
作
用
と
し
て
、
ま
た
、
社
会
問
題
を
離
れ
た
技
術
的
な
概
念
柵
成
へ

の
偏
重
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
で
、
法
的
世
界
観
の
提
示
と
い
う
価
値
的
な

意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
概
念
柵
成
を
捉
え
る
可
能
性
が
、
示
唆
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
残
さ
れ
た
課
題

以
上
が
本
研
究
の
課
題
と
そ
れ
に
対
す
る
解
答
の
概
要
で
あ
る
が
、
残

さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
通
時
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
非
法
学
的
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
と
対
比
す
る
こ
と
や
、
〈
サ
レ
イ
ュ
民
法
学
に
お
け
る
法
学
的
な

も
の
〉
と
い
う
上
位
の
問
題
に
展
開
す
る
こ
と
、
物
や
、
行
為
に
よ
ら
な

い
権
利
義
務
、
そ
し
て
権
利
義
務
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
、

と
い
っ
た
課
題
を
、
そ
し
て
サ
レ
イ
ュ
民
法
学
の
理
解
に
基
づ
い
て
日
本

民
法
学
を
実
践
す
る
と
い
う
課
題
を
、
ひ
と
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

｛
参
考
文
献
一

拙
稿
「
難
実
的
韮
礎
と
し
て
の
意
思
と
そ
の
法
的
柵
成
ｌ
サ
レ
イ
ュ
民
法
学

に
お
け
る
法
学
的
な
も
の
（
ご
～
（
一
○
．
完
）
」
法
学
協
会
雑
総
一
三
七

一
は
じ
め
に

今
般
上
梓
し
た
拙
著
『
ド
イ
ツ
売
買
論
集
」
（
信
山
社
、
二
○
二
一
年
）

は
、
現
代
ド
イ
ツ
民
法
学
に
関
す
る
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
教
授

と
の
共
同
研
究
で
あ
る
。
二
○
二
一
年
一
○
月
九
日
の
私
法
学
会
個
別
報

告
で
は
、
拙
著
中
の
一
○
の
論
点
か
ら
、
五
つ
を
紹
介
し
た
。

本
稿
は
、
予
め
ネ
ッ
ト
上
で
配
布
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
生
中
継
で
読
み
上

げ
た
四
○
分
間
の
報
告
原
稿
（
本
文
約
一
万
二
千
字
、
注
釈
含
め
約
二
万

＊
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
劉
弓
岳
冒
韻
誤
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
東
北
大
学
准
教
授
）

巻
九
号
一
六
四
四
頁
以
下
、
一
○
号
一
八
六
五
頁
以
下
、
二
号
二
一
○
六
頁

以
下
、
一
二
号
二
二
二
八
頁
以
下
（
以
上
．
二
○
二
○
年
）
、
一
三
八
巻
二
号

四
三
九
頁
以
下
、
三
号
六
三
○
頁
以
下
、
四
号
七
一
五
頁
以
下
、
五
号
九
三
七

頁
以
下
、
六
号
一
○
六
九
頁
以
下
、
七
号
一
二
六
三
頁
以
下
（
以
上
、
二
○
二

一
年
）
。ド

イ
ツ
売
買
論
の
現
在

ｌ
判
例
・
学
説
・
立
法
の
三
位
一
体

田

中

宏
治
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二
特
定
物
と
種
類
物
の
区
別
（
拙
著
五
九
頁
）

１
問
題

新
刊
瞥
の
瞥
店
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス

の
店
舗
で
、
客
が
商
品
を
レ
ジ
へ
持
っ
て
行
く
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

家
具
量
販
店
で
机
と
椅
子
を
購
入
す
る
場
合
に
、
机
は
大
き
い
の
で
レ

シ
ー
ト
を
持
っ
て
商
品
引
渡
所
で
受
け
取
り
、
椅
子
は
小
さ
い
の
で
レ
ジ

に
直
接
持
っ
て
い
っ
て
代
金
を
払
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
机
が
種
類

物
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
で
は
、
椅
子
は
特
定
物
・
種

類
物
の
ど
ち
ら
か
？

２
ド
イ
ッ

一
応
多
数
説
は
種
類
物
説
で
あ
る
が
、
特
定
物
・
櫛
類
物
の
区
別
は
困

難
だ
と
い
う
こ
と
が
民
法
の
規
定
や
学
説
の
基
礎
に
あ
る
、
と
い
う
占
豐

そ
が
璽
要
で
あ
る
。

３
日
本
（
拙
著
四
○
八
頁
）

問
題
自
体
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は
、

ド
イ
ツ
の
多
数
説
に
な
ら
い
、
種
類
物
説
を
採
る
。

三
異
な
る
物
の
給
付
保
持
（
拙
著
一
○
七
頁
）

１
間
題

フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
社
製
の
ゴ
ル
フ
を
売
却
し
た
と
こ
ろ
、
誤
っ
て

Ｂ
Ｍ
Ｗ
社
製
の
三
一
八
ｉ
を
引
き
渡
し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
買
主
は
、

Ｂ
Ｍ
Ｗ
を
保
持
で
き
る
か
否
か
？

八
千
字
）
の
う
ち
、
本
文
を
半
分
に
短
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。

２
ド
イ
ッ

多
数
説
は
、
特
定
物
売
買
・
種
類
売
買
を
問
わ
ず
、
異
な
る
物
の
給
付

保
持
を
肯
定
す
る
。
こ
う
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ｌ

側
不
当
利
得
の
問
題
で
あ
る
こ
と

ま
ず
、
仮
に
、
買
主
の
給
付
保
持
が
認
め
ら
れ
な
い
Ⅱ
売
主
の
返
還
諭

求
が
認
め
ら
れ
る
、
と
す
れ
ば
、
そ
の
請
求
権
の
発
生
原
因
は
、
不
当
利

得
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
八
一
二
条
一
項
）
。

②
「
法
律
上
の
原
因
な
く
」
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と

し
か
し
、
不
当
利
得
の
要
件
と
し
て
の
「
法
律
上
の
原
因
な
く
」
は
満

た
さ
れ
な
い
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
四
条
三
項

が
「
売
主
が
引
き
渡
し
た
物
が
異
な
る
場
合
ま
た
は
不
足
す
る
場
合
に
も

ま
た
物
の
暇
疵
が
あ
る
」
と
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
売

買
に
お
い
て
は
異
な
る
物
の
給
付
を
暇
疵
あ
る
物
の
給
付
と
し
て
扱
い
、

と
り
わ
け
稚
類
売
買
に
お
い
て
困
難
な
、
両
者
の
区
別
ｌ
た
と
え
ば
“

不
正
添
加
物
入
り
ワ
イ
ン
は
「
ワ
イ
ン
と
は
異
な
る
物
」
か
「
暇
疵
あ
る

ワ
イ
ン
」
か
ｌ
を
無
用
と
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
異
な
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
は
、
暇
疵
あ
る
目
的
物

が
給
付
さ
れ
た
場
合
と
法
律
上
は
同
じ
扱
い
に
な
る
。
そ
し
て
、
暇
疵
あ

る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
目
的
物
の
返
還
義
務
が
生
じ
る
の
は
、
買
主

が
代
物
請
求
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
五
項
の
規

定
に
従
っ
て
、
代
物
給
付
と
引
換
え
に
返
還
す
る
義
務
が
生
じ
る
か
ら
で

あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
一
項
・
三
四
八
条
）
）
。
そ
し
て
、
代
物
請

求
は
、
代
物
請
求
権
と
い
う
買
主
の
権
利
行
使
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
す

る
か
否
か
は
権
利
者
の
自
由
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
買
主
に
は
、
椛
利
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行
使
を
し
な
い
で
給
付
を
保
持
す
る
自
由
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
給
付
保
持

に
「
法
律
上
の
原
因
」
が
あ
る
の
で
、
不
当
利
得
が
成
立
せ
ず
、
買
主
は

「
異
な
る
物
」
を
所
有
物
と
し
て
保
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
の
が
多
数
説
（
肯
定
説
）
の
論
理
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
肯
定
説
は
い
さ
さ
か
売
主
に
酷
で
あ
る
た
め
、
信
義

則
に
よ
っ
て
そ
の
結
論
を
是
正
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

側
錯
誤
規
定
の
不
適
用

な
お
、
肯
定
説
を
採
る
と
き
は
、
弁
済
を
売
主
が
取
り
消
す
こ
と
に
つ

い
て
錯
誤
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
二
九
条
）
の
適
用
に
つ
い
て
も
否
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
錯
誤
に
よ
る
取
消
し
の
効
果
と

し
て
弁
済
が
遡
及
的
に
無
効
と
な
り
（
ド
イ
ツ
民
法
一
四
二
条
一
項
）
、

「
弁
済
と
し
て
の
異
な
る
物
の
給
付
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う

す
る
と
、
買
主
の
追
完
請
求
権
が
発
生
し
な
い
の
で
、
給
付
保
持
に
「
法

律
上
の
原
因
」
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い
、
不
当
利
得
が
成
立
し
て
、
給
付

保
持
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

３
日
本
（
拙
著
三
八
三
頁
）

わ
が
国
で
も
、
平
成
二
九
年
改
正
に
よ
っ
て
、
一
方
で
契
約
不
適
合
責

任
と
し
て
追
完
請
求
権
が
規
定
さ
れ
、
他
方
で
錯
誤
の
効
果
が
取
消
し
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
同
様
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
多
数
説
に
従
い
、
買
主
の
追
完
請
求
椛
（
民
法
五

六
二
条
一
項
）
を
理
由
に
、
不
当
利
得
に
お
け
る
「
法
律
上
の
原
因
」

（
民
法
七
○
三
条
）
を
肯
定
し
、
不
当
利
得
の
成
立
を
否
定
し
、
異
な
る

物
の
給
付
保
持
を
肯
定
す
る
べ
き
、
と
考
え
る
。
ま
た
、
弁
済
は
、
錯
誤

の
規
定
（
民
法
九
五
条
）
の
「
意
思
表
示
」
に
は
含
ま
れ
な
い
、
と
解
す

る
べ
き
で
あ
る
。

４

な
お
、
ド
イ
ツ
法
に
な
ら
い
、
結
論
が
妥
当
性
を
欠
く
場
合
に
は
一
般
四

条
項
の
規
定
の
適
用
を
特
に
こ
の
論
点
で
は
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
。

Ｉ
間
題

Ｘ
（
買
主
）
が
自
動
車
販
売
業
者
Ｙ
（
売
主
）
か
ら
新
車
一
台
を
雌
入

し
た
。
翌
月
に
目
的
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
半
年
後
に
エ
ン
ジ

ン
が
故
障
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
ｌ
Ｙ
に
追
完
の
催
告
を
す
る
こ
と

な
く
ｌ
第
三
者
Ａ
に
エ
ン
ジ
ン
を
交
換
し
て
も
ら
っ
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
に

対
し
、
危
険
負
担
に
お
け
る
利
益
償
還
請
求
権
の
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
三

二
六
条
二
項
後
段
）
を
根
拠
に
、
そ
の
修
理
費
用
相
当
額
の
全
部
ま
た
は

一
部
の
償
還
を
求
め
た
い
が
、
認
め
ら
れ
る
か
否
か
？

２
ド
イ
ッ

肯
定
説
に
よ
れ
ば
、
契
約
総
則
の
規
定
の
適
用
（
ま
た
は
類
推
適
用
）

に
よ
っ
て
こ
の
請
求
権
は
生
じ
る
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
否
定
説

は
、
利
益
償
還
請
求
権
が
売
買
の
節
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
総
則

の
規
定
を
根
拠
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
趣
旨
な
の
で
、
こ
の
請
求
権
は

発
生
し
な
い
、
と
解
釈
す
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
１
１
売
買
の
規
定
と
契
約
総
則
の
規
定
を
一
本
化
す
る

ｌ
前
者
を
一
車
線
（
単
線
）
、
ｌ
両
者
の
規
定
の
適
用
を
分
け
る

ｌ
後
者
を
二
車
線
（
複
線
）
の
思
考
様
式
、
と
言
う
。
そ
し
て
、
判
例

は
後
者
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

四
買
主
自
身
の
暇
疵
修
補
（
拙
著
一
三
三
頁
）
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３
日
本
（
拙
著
四
一
五
頁
）

日
本
法
で
も
、
契
約
不
適
合
を
買
主
自
身
が
修
補
し
た
場
合
に
お
け
る

民
法
五
三
六
条
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
ま
た
は
類
推
適
用
の
可
否
、
と

い
う
形
で
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
説
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
と
は
逆
に
、
肯
定
説
（
磯
村
保
説
）
だ
け

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
法
に
な
ら
い
、
利

益
償
還
請
求
権
が
「
契
約
不
適
合
責
任
」
の
一
環
と
し
て
売
買
の
節
に
規

定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
買
主
が
そ
れ
を
契
約
総
則
の
規
定

（
危
険
負
担
の
民
法
五
三
六
条
二
項
後
段
）
を
根
拠
に
し
て
取
得
す
る
こ

と
は
許
さ
な
い
趣
旨
と
解
釈
し
、
買
主
は
利
益
償
還
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
と
考
え
る
。

五
代
物
給
付
に
お
け
る
使
用
利
益
返
還
（
拙
著
一
九
七

頁
）

１
間
題

二
○
○
二
年
夏
、
Ｘ
（
買
主
）
は
、
大
手
通
信
販
売
業
者
Ｙ
（
売
主
、

ク
ヴ
ェ
レ
）
対
し
、
電
気
レ
ン
ジ
セ
ッ
ト
を
五
二
四
九
○
ユ
ー
ロ
（
六

万
円
余
り
）
で
注
文
し
、
二
○
○
二
年
八
月
、
引
渡
し
を
受
け
た
。
二
○

○
四
年
一
月
に
、
Ｘ
は
、
電
気
レ
ン
ジ
セ
ッ
ト
下
部
の
電
気
オ
ー
ブ
ン
内

部
の
ホ
ウ
ロ
ウ
が
剥
が
れ
落
ち
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
同
月
、
そ
れ
を

知
ら
さ
れ
た
Ｙ
は
、
オ
ー
ブ
ン
の
代
物
を
引
き
渡
し
た
（
ド
イ
ツ
民
法
四

三
七
条
一
号
．
四
三
九
条
一
項
）
。
そ
の
際
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
そ
れ

ま
で
使
用
し
て
い
た
暇
疵
あ
る
オ
ー
ブ
ン
を
返
還
し
た
（
ド
イ
ツ
民
法
四

三
九
条
五
項
・
三
四
六
条
一
項
）
。
そ
れ
に
加
え
て
、
Ｙ
は
、
Ｘ
に
対
し
、

当
初
の
引
渡
し
（
二
○
○
二
年
八
月
）
か
ら
代
物
引
渡
し
（
二
○
○
四
年

一
月
）
ま
で
一
年
五
箇
月
に
わ
た
る
Ａ
の
使
用
利
益
相
当
額
二
九
・
九

七
ユ
ー
ロ
を
請
求
し
た
。
認
め
ら
れ
る
か
否
か
？

２
ド
イ
ッ

判
例
は
、
結
局
、
否
定
脱
を
採
る
に
至
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
判
断
に
至

る
過
程
が
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
右
の
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
の
第
一
審
・
控
訴
群
は
、
使
用
利
益
相
当

額
の
悩
還
請
求
権
を
否
定
し
た
（
否
定
税
）
。
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
五

項
の
規
定
が
、
暇
疵
あ
る
目
的
物
の
返
還
だ
け
を
命
じ
、
（
使
用
）
利
益

に
は
言
及
し
て
い
な
い
点
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
上
告

審
の
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
同
じ
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
五
項
の
規
定
が

使
用
利
益
の
返
還
も
命
じ
て
い
る
、
と
解
釈
し
た
上
で
（
つ
ま
り
、
肯
定

説
）
、
そ
の
解
釈
が
、
消
挫
者
の
売
主
に
対
す
る
無
悩
の
代
物
瀧
求
権
を

規
定
す
る
欧
州
共
同
体
消
費
財
売
買
指
令
三
条
三
項
の
規
定
に
反
す
る
か

否
か
の
判
断
を
求
め
、
欧
州
裁
判
所
に
先
決
判
決
手
続
を
申
し
立
て
た
。

そ
れ
を
受
け
て
欧
州
裁
判
所
は
、
消
讃
財
売
買
指
令
三
条
の
規
定
が
使

用
利
益
相
当
額
償
還
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。
連
邦
通

常
裁
判
所
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
否
定
説
を
採
っ
た
。
さ
ら
に
、
立
法
府
は
、

二
○
○
八
年
一
二
月
、
否
定
説
に
従
っ
た
法
改
正
を
実
現
し
た
（
ド
イ
ツ

民
法
旧
四
七
四
条
五
項
Ⅱ
現
行
四
七
五
条
三
項
）
。

３
日
本
（
拙
著
四
二
三
頁
）

わ
が
国
で
は
、
こ
の
周
辺
の
条
文
が
欠
け
て
い
る
。

側
目
的
物
返
還
義
務

ま
ず
、
民
法
五
六
二
条
一
項
の
規
定
に
従
っ
て
買
主
が
代
物
糖
求
す
る
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場
合
に
お
い
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
契
約
不
適
合
物
の
返
還
を
命
じ
る
明
文

の
規
定
が
欠
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
五
項
・
三
四

六
条
一
項
の
規
定
と
同
様
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
べ
き
で
あ
る
（
私
見
に
よ

れ
ば
、
根
拠
条
文
は
、
民
法
七
○
三
条
で
は
な
く
、
民
法
五
六
二
条
一
項

で
あ
る
）
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
三
四
八
条
の
規
定
と
同

様
、
代
物
給
付
と
同
時
履
行
の
関
係
に
立
ち
、
引
換
給
付
と
な
る
、
と
い

う
主
張
（
潮
見
説
）
が
既
に
有
力
で
あ
る
。

②
使
用
利
益
相
当
額
返
還
義
務

だ
が
、
使
用
利
益
相
当
額
の
返
還
義
務
は
、
否
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
解
除
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
に
使
用
利
益
返
還
が
含

ま
れ
る
と
い
う
判
例
が
あ
り
（
最
判
昭
和
五
一
・
二
・
一
三
民
集
三
○
巻

一
号
一
頁
）
、
そ
れ
が
参
考
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
、
代
物
給
付
に
よ
っ
て
買
主
が
使
用
利
益
を
得
た
と

し
て
も
、
そ
れ
が
売
主
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
ほ
ど
に
不
当
な
も
の
か
否
か

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
な
っ
た
の
は
、
売
主
が
不
適
合

物
を
給
付
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
で
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
代
物
給
付
の
際
に
お
け
る
不
適
合
物
自
体
の
返
還

に
つ
い
て
す
ら
明
文
の
規
定
が
欠
け
て
い
る
。
し
か
も
、
右
判
例
も
、
事

案
が
特
殊
で
あ
っ
た
こ
と
が
当
初
か
ら
指
摘
さ
れ
（
瀬
川
説
）
、
賛
否
も

分
か
れ
、
反
対
説
（
加
藤
雅
信
説
）
も
強
い
。

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
わ
が
国
で
は
、
売
主
の
代
物
給
付
に
お

い
て
使
用
利
益
返
還
ま
で
は
買
主
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
、
と
解
す
る
べ

き
で
あ
る
（
結
論
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
消
費
財
売
買
と
同
じ
）
。

六
目
的
物
取
付
け
後
の
追
完
（
拙
著
二
二
四
頁
）

１
問
題

Ｘ
（
買
主
）
は
、
Ｙ
（
売
主
）
か
ら
代
金
五
○
○
１
１
口
で
タ
イ
ル
を

一
○
㎡
分
燃
入
し
、
そ
れ
を
自
宅
の
浴
室
に
敷
き
詰
め
る
工
事
を
職
人
Ａ

に
代
金
二
，
○
○
○
ユ
ー
ロ
で
淵
け
負
わ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
工
事
終
了

後
ま
も
な
く
タ
イ
ル
が
変
色
し
て
欠
陥
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
Ｘ

は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
タ
イ
ル
の
代
物
給
付
に
加
え
、
③
不
適
合
タ
イ
ル
を

剥
が
す
費
用
（
取
外
徴
用
）
、
⑥
代
物
タ
イ
ル
を
敷
く
徴
用
（
取
付
澱
用
）

を
求
め
た
い
。
認
め
ら
れ
る
か
否
か
？

２
ド
イ
ッ

⑪
誰
が
費
用
負
担
す
る
の
か
？

要
す
る
に
、
引
き
渡
さ
れ
た
売
買
目
的
物
が
他
の
物
に
取
り
付
け
ら
れ

た
後
に
暇
疵
が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
買
主
が
代
物
請
求
を
す
る
と

き
は
、
、
不
適
合
物
の
取
外
し
と
⑤
代
物
の
取
付
け
の
費
用
を
誰
が
「
負

担
」
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
、
⑤
を
Ｘ
が
支
払
済
で
あ
れ
ば

磯
用
「
償
還
」
請
求
、
未
払
で
あ
れ
ば
饗
用
「
支
払
」
請
求
と
な
る
が
、

そ
の
違
い
は
重
要
で
は
な
い
）
。

②
肯
定
説
（
現
行
法
）

肯
定
説
の
基
礎
は
、
買
主
は
、
売
主
の
代
物
給
付
に
よ
っ
て
、
目
的
物

が
契
約
内
容
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
立
場

に
世
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

、
不
適
合
物
の
取
外
し
と
⑥
代
物
の
取
付
け
双
方
の
費
用
が
必
要
で
あ
る

の
で
、
、
⑥
双
方
を
代
物
給
付
（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
一
項
）
が
含
む
、
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と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
行
法
は
、
法
改
正
を
軽
て
こ
の
立
場
を
明
確

に
し
て
い
る
（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
三
項
）
。

側
否
定
説

そ
れ
に
対
し
、
否
定
説
は
、
当
事
者
意
思
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
Ｘ
Ｙ
の
契
約
は
、
あ
く
ま
で
売
買
で
あ
っ
て
請
負
で
は
な
い
の

だ
か
ら
、
取
外
し
・
取
付
け
ま
で
は
「
代
替
物
の
引
渡
し
」
に
含
ま
れ
な

い
、
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
否
定
説
を
採
っ
た
場
合
に
も
、
取
外
し
・
取
付
け
の
幾
用

相
当
額
は
、
損
害
賠
償
と
し
て
は
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
す
な
わ

ち
、
暇
疵
あ
る
物
を
引
き
渡
す
だ
け
で
は
売
主
の
帰
資
事
由
は
肯
定
さ
れ

な
い
け
れ
ど
も
、
例
外
的
に
売
主
に
帰
責
事
由
が
あ
れ
ば
（
た
と
え
ば
、

売
主
が
自
ら
製
造
し
た
物
を
納
入
す
る
場
合
）
、
そ
れ
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
八
○
条
一
項
後
段
）
、
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

側
判
例
と
法
改
正
の
経
緯

ま
ず
、
①
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
事
件
判
決
（
二
○
○
八
年
）
で
は
、

連
邦
通
常
裁
判
所
は
右
否
定
説
を
採
用
す
る
。
し
か
し
、
②
タ
イ
ル
事
件

に
お
い
て
、
二
○
○
九
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
先
決
判
決
手
続
申
立
て

を
受
け
た
欧
州
裁
判
所
は
、
二
○
一
一
年
、
取
外
し
（
、
）
・
取
付
け

（
⑥
）
双
方
に
つ
い
て
肯
定
説
を
採
用
し
た
（
つ
ま
り
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ

ブ
ロ
ッ
ク
事
件
判
決
を
否
定
し
た
）
。
同
年
、
そ
れ
を
受
け
た
連
邦
通
常

裁
判
所
は
、
そ
れ
に
沿
う
よ
う
判
例
を
肯
定
説
に
変
更
し
た
。
さ
ら
に
、

③
ゴ
ム
事
件
判
決
（
二
○
一
二
年
）
と
桟
事
件
判
決
（
二
○
一
四
年
）
に

お
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
タ
イ
ル
事
件
の
消
費
財
売
買
に
つ
い
て

の
解
釈
が
消
費
財
以
外
の
売
買
に
も
及
ぶ
こ
と
を
否
定
し
た
。
こ
う
し
て
、

取
外
し
・
取
付
け
の
費
用
が
追
完
調
求
椛
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に

つ
い
て
、
売
買
の
目
的
物
が
消
賢
財
で
あ
れ
ば
肯
定
し
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
否
定
す
る
、
と
い
う
判
例
の
分
裂
が
生
じ
た
。

そ
の
分
裂
を
解
消
し
て
、
全
面
肯
定
説
を
採
っ
た
の
が
、
二
○
一
七
年

改
正
に
よ
る
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
三
項
の
新
規
定
で
あ
る
。

１５
ま
と
め

引
き
渡
さ
れ
た
売
買
目
的
物
が
他
の
物
に
取
り
付
け
ら
れ
た
後
に
暇
疵

が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
買
主
が
代
物
禰
求
を
す
る
と
き
は
、
そ
れ

に
伴
っ
て
発
生
す
る
③
不
適
合
物
の
取
外
し
と
⑥
代
物
の
取
付
け
の
費
用

を
売
主
に
請
求
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
結
局
、
現
行
法
は
、

全
面
肯
定
説
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
。

代
物
給
付
に
お
け
る
使
用
利
益
返
還
（
五
）
の
論
点
が
ク
ヴ
ェ
レ
邸
件

と
い
う
単
独
の
事
件
を
巡
る
論
争
で
あ
り
、
立
法
ま
で
二
年
余
り
で
解
決

し
た
の
に
対
し
、
こ
の
論
点
は
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
事
件
（
二
○

○
八
年
）
に
始
ま
り
四
つ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
を
経
て
法
改
正
（
二

○
一
七
年
）
に
至
る
ま
で
、
一
○
年
の
長
き
に
わ
た
り
新
債
務
法
の
花
形

で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
論
点
も
、
判
例
・
学
説
・
立
法
が
協
同
し
て
論
点

を
発
見
し
解
決
す
る
と
い
う
法
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
が
顕
著
で
あ
る
。

３
日
本
（
拙
著
四
二
五
頁
）

日
本
で
も
、
同
様
の
問
題
を
提
起
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
引
き
渡
さ
れ

た
売
買
目
的
物
が
他
の
物
に
取
り
付
け
ら
れ
た
後
に
契
約
不
適
合
が
判
明

し
た
場
合
に
お
い
て
、
民
法
五
六
二
条
一
項
の
規
定
す
る
「
代
替
物
の
引

渡
し
」
は
代
物
引
渡
し
に
加
え
て
、
③
不
適
合
物
の
取
外
し
と
⑤
代
物
の

取
付
け
の
劉
用
負
担
も
含
む
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
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売
買
契
約
当
事
者
の
利
害
状
況
は
ド
イ
ツ
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
買
主

は
、
売
主
の
代
物
給
付
に
よ
っ
て
、
目
的
物
が
契
約
内
容
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
れ
ば
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
立
場
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

肯
定
税
を
採
る
べ
き
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
お
わ
り
に
（
拙
著
四
七
七
頁
）

こ
の
個
別
報
告
で
私
が
も
っ
と
も
お
伝
え
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
ド
イ

ツ
の
学
説
が
日
本
で
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ

ん
な
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
生
じ
た
こ
れ
ら
の
問
題
が
日
本
で
も
論
じ
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

私
は
、
幸
い
、
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
に
研
究
を
開
始
し
た
当
初
か

ら
、
ド
イ
ツ
民
法
学
を
専
攻
し
、
債
務
法
改
正
を
含
む
ド
イ
ツ
民
法
の
発

展
に
三
○
年
間
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
で
も

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
二
○
○
一
年
に
新
債
務
法
が
立
法
さ
れ
た
後
の
議

論
の
盛
り
上
が
り
よ
う
で
あ
る
。
新
法
の
欠
点
を
学
説
が
指
摘
し
た
り

（
↓
三
）
、
裁
判
実
務
で
思
い
も
寄
ら
な
い
事
案
が
現
れ
た
り
（
↓
四
、
五
、

六
）
、
欧
州
裁
判
所
の
判
断
に
ド
イ
ツ
の
司
法
・
立
法
が
振
り
回
さ
れ
た

り
（
↓
五
、
六
）
、
幾
多
の
論
点
が
俄
務
法
改
正
後
の
二
○
年
間
（
特
に

直
後
の
一
○
年
間
）
を
彩
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
点
を
判

例
・
学
説
・
立
法
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
解
決
し
て
ゆ
く
中
で
、
ド
イ
ツ

の
売
買
論
の
明
確
性
と
安
定
性
は
、
二
○
○
一
年
の
債
務
法
改
正
当
時
を

は
る
か
に
凌
ぐ
水
準
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
売
買
の
規
定
も
平
成
二
九
年
改
正
の
新
債
権
法
に
よ
っ
て
大

き
く
変
わ
っ
た
。
し
か
し
、
二
○
二
○
（
令
和
二
）
年
に
新
法
が
施
行
さ

｜
本
研
究
の
課
題
と
方
法

仙
本
研
究
の
目
的
は
、
フ
ラ
ン
ス
古
法
に
お
け
る
信
託
的
補
充
指
定

（
呂
冨
葺
三
さ
国
言
壁
８
日
ョ
爾
巴
愚
）
の
分
析
に
基
づ
き
、
信
託
的
補
充

指
定
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。

③
本
研
究
の
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
後
継
ぎ
避
贈
に

関
す
る
議
論
の
概
要
を
説
明
す
る
。
後
継
ぎ
遺
贈
と
は
、
遺
言
者
Ａ
が
、

れ
て
一
件
落
着
、
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
と
同
様
に
改
正
後
の
二
○
年
、

ｌ
ド
イ
ツ
に
お
い
て
と
は
生
じ
る
問
題
は
違
え
ど
も
ｌ
、
判
例
・
学

説
・
立
法
が
協
同
し
て
債
権
法
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
。

日
本
民
法
学
が
国
際
水
準
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
勝
負
な

の
だ
、
と
い
う
思
い
を
お
伝
え
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

｛
参
考
文
献
｝

拙
著
『
ド
イ
ツ
売
買
践
集
』
（
信
山
社
、
二
○
二
一
年
）
。

（
千
葉
大
学
教
授
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
信
託
的
補
充
指
定

の
歴
史
的
考
察

足
立
公
志
朗
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事
長

理
聯

〃〃 〃 〃 ん 〃

日
本
私
法
学
会
役
員

森
田
宏
樹

伊
勢
田
道
仁
〃
塩
澤
一
洋

伊
藤
栄
寿
〃
杉
本
好
央

今
尾
真
〃
竹
中
悟
入

今
川
嘉
文
〃
田
中
裕
明

上
田
真
二
〃
田
邊
宏
康

遠
朧
研
一
郎
〃
手
嶋
豊

大
久
保
拓
也
〃
徳
本
穣

大
山
和
寿
〃
橡
川
泰
史

沖
野
眞
已
〃
長
谷
川
義
仁

金
丸
義
衡
〃
林
誠
司

金
子
敬
明
〃
藤
田
友
敬

鹿
野
菜
穂
子
〃
松
井
秀
征

鎌
野
邦
樹
〃
山
本
敬
三

川
地
宏
行
〃
吉
澤
卓
哉

川
和
功
子
〃
吉
永
一
行

久
保
大
作
〃
和
田
真
一

齊
藤
真
紀
監
事
鳥
山
泰
志

酒
井
太
郎
〃
橋
本
佳
幸

１
１

I

制
作
鋤
賦
有
斐
閣
学
術
セ
ン
タ
ー

印
刷
萩
原
印
刷
株
式
会
社

発
光
所

発
行
所

発糊

行拠

荷雌

令
椥
四
年
Ｗ
〃
》
Ｃ
Ｈ
発
行

会株
祉式 日

本
私
法

代
炎
什
《
妹

収
蝋
師
文
戚
Ⅸ
水
導
七
ｒ
Ⅱ

日
本
私
法
学
会

（
蝦
京
大
学
法
学
師
研
究
蝦
）

言有
一

己

斐
閣

弩
諄
竜
一
鷺
毎
戸
二
弓
云
鯵
云
夢
員
ご
己

m字
会

宏

樹
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娠換期の民法・消饗者法…･･･…．．……．．……･…．．…･…･…･…･…報告後礁巻則ほか

担保法の現代的課題…･…･･……．．…“…．．“･…………･･･…．．“･ ･ ･･ ･報告旧iWi寛賀ほか
－新たな担保法lliIの柵想に向けて

｢機関設計」に関する規律の再検討．．…･…･･･……．．……．．…．．…･…報告好村修也ほか

ミニシンポジウム

保険法施行一○年…………･…･…････…･……･…･……･………･･報告山下典孝ほか

---理詰的課題と展望

個別報告

委任契約における受任者の指図遵守雑務（栗Ⅱ］晶） ，契約貴任決定規純の多元性（木戸
茜）／人格権の処分についての本人の承諾の法的意義（石尾智久） 鄭爽的基礎としての

意思とその法的柵成（池田悠太）／ドイツ売岡論の現在（田中宏治） フランスにおける

信託的補充指定の歴史的考察（足立公志朗） ／フランスにおける共有物の使用及び管

理に関する規律の形成（佐藤康紀） ／時効援用権の理論構成に関する比較法的検討（鵤津
元）／肖像の商業的利用を目的とする契約の規律（隈元利佳） 債術関係における当事者
の交替と旧当事者間における契約の効力（山岡航） 費用賠俄の二元的撒造と遅滞責任
(上田貴彦） 株主代表訴訟の終了制度（願丹丹） 中国における親会社の支配力行使

に伴う責任に関する一考察（旗暁斐） 会社における当事者自治の可能性と限界（三宅

新）／金融機関の融資局而における悩報提供義務（鬼頭俊泰） 株主総会決縦の菰極的確
認（蔭嶋肇） ，合併差止めの要件の検討（木原彩夏） ／会社法三五○条の制度趣旨に関

する－考察（商木康衣） ′準共有株式についての権利の行使に関する規徹（仲卓真〉
日仏の比較からみた「暗号資産」の法的位侭づけ（原謙一） 共同担保概念の民法上の

意義（瀬戸ロ祐基）
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